
地球温暖化防止活動支援事業助成金要領  
 
 

2008 年 5 月 16 日 

静岡県地球温暖化防止活動推進センター  
センター長 佐藤博明  

 
 地域協議会等の設立・運営に係る費用に対する助成にかかる業務に

ついては、この要領の定めるところにより実施する。  
 
第１ 助成の対象及び助成額  
 (1) 助成対象  

地域協議会、地域協議会設立準備会及び地域協議会を設立しよう

とする団体（以下「地域協議会等」という。）が実施する地域協議会

等の設立・運営・事業実施に要する経費。ただし、以下の経費は対

象としない。  
  ア 机、椅子、複写機等、地域協議会等が通常備えるべき設備備

品を購入するための経費  
  イ 事故・災害の処理のための経費  
  ウ その他、地域協議会等の設立・運営に関連性のない経費  

(2) 助成額  
  別表１に示す金額又は当該助成対象経費の額のいずれか少ない額

を限度とする。  
 
第２ 助成の申請  
 (1) 地域協議会等は、地域協議会の設立・運営に関して助成金を希

望する場合、別表２に示す決められた期限までに以下の書類を各

２部提出しなければならない。  
   ア 交付申請書（様式第１号）  
   イ 事業計画書（様式第２号）  
   ウ 収支予算書（様式第３号）  
   エ その他必要と認める書類  

(2) 静岡県地球温暖化防止活動推進センター長（以下「センター長」

という。）は、前項の書類の内容について審査するとともに、その

内容に不適当な箇所があると認めるときは、地域協議会等に対し

て変更又は修正を求めることとする。  
 



(3) センター長は、前項の審査の結果、その内容がこの助成金の目

的に適合すると判断したものを対象として、助成先及び助成金額

の選考を行うものとする。  
 

第３ 助成の条件  
 センターは、地域協議会等に助成をするに当たり、次に掲げる条件

を付す。  
 (1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめセ

ンターの承認を受けなければならないこと。  
  ア 事業内容の変更をしようとする場合 

  イ 事業に要する経費の費目区分ごとの配分の変更（各配分額の

いずれか低い額の 15 パーセント以内の変更をする場合を除

く｡)をしようとする場合 

  ウ 事業を中止し、又は廃止しようとする場合  
 (2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難と

なった場合においては、速やかにセンター長に報告してその指示

を受けなければならないこと。  
 (3) 助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、

並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後

５年間保管しなければならないこと。  
 (4) 本事業により取得し､又は効用が増加した財産については、事業

の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するととも

に、その効率的な運営を図らなければならないこと。  
  
第４ 変更の承認申請  
 提出書類 各２部  
  ア 変更承認申請書（様式第４号）  
  イ 変更事業計画書（様式第２号）  
  ウ 変更収支予算書（様式第７号）  
  エ その他必要と認める書類  
 
第５ 実績報告  

(1) 地域協議会等は事業完了の日（補助事業の中止又は廃止の承認

を受けたときは、その承認の通知を受けた日）から起算して 30
日以内の日又は 2 月末日のいずれかの早い日までに、下記の書類

をセンター長に提出しなければならない。  
 



   ア 実績報告書（様式第５号）  
   イ 事業実績書（様式第６号）  
   ウ 収支決算書（様式第７号）  
   エ その他必要と認める書類  

(2) センター長は、前項の規定による書類を受け付けしたときは、

速やかにその内容を審査する。  
(3) センター長は、審査の結果必要があると認める場合は、期日を

定めて地域協議会等に再提出させることができる。  
(4) 第１項及び第２項の規定は、前項の再提出について準用する。  

 (5) センター長は、前条の審査の結果その内容がこの助成金の目的

を達成していると判断したときは、地域協議会等に対し、その旨

を通知するものとする。  
 
第６ 請求の手続き  
 (1) 助成金は、前条の承認を受けた後､地域協議会等の請求に基づき、

請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする｡ 
(2) 前項の規定にかかわらず､地域協議会の設立、運営のため必要が

あると認める場合は､地域協議会等の請求に基づき、全額又は分割

して前金払をするものとする｡ 
 
 
 
別表１  

助成対象  
 

区分  内容  
助成金額  

１  平成 20 年度中に新たに地域

協議会を設立する地域協議

会設立準備会及び団体  

地域協議会の設立・運

営・事業実施に要する経

費  

200,000 円

２  平成 20 年度中に新たに設立

した地域協議会  
地域協議会の運営・事業

実施に要する経費  
200,000 円

３  平成 20 年度より前に設立し

た地域協議会  
地域協議会が新規に行

う事業に要する経費  
100,000 円

（注１）新規に行なう事業とは、当該地域協議会またはその構成団体

が、過去に実施したことがある事業以外の事業をいう。  



 
別表２  
 助成対象区分  応募期限  
１  平成 20 年度中に新たに地域

協議会を設立する地域協議

会設立準備会及び団体  
２  平成 20 年度中に新たに設立

した地域協議会  

◆第１次募集◆  
平成 20 年 6 月 5 日（書類必着）  
※交付決定 6 月中旬  
◆第２次募集◆  
平成 20 年 9 月 30 日（書類必着）  
※交付決定平成 20 年 10 月上旬  

３  平成 20 年度より前に設立し

た地域協議会  
平成 20 年 6 月 30 日（書類必着）  
※交付決定 7 月中旬  

 
 



様式第１号  
 

地球温暖化防止活動支援事業助成金交付申請書  
   

第   号  
  年 月 日  

   
○○○○ 様  

 
所在地  
 
名 称  

 
代表者 氏   名 ◯印  

 
  
   年度において、地球温暖化防止活動支援事業を実施したいので、

助成金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。  



様式第２号  
 

地球温暖化防止活動支援事業実施計画書（変更事業計画書）  
  
１．事業主体の概要  
 
 
２．事業目的・効果  
 
 
３．事業内容  

内容  
実施予定  

時期  
備考  

   

 
４．事業完了予定年月日 平成 年 月 日  
 
注）必要に応じて、別途資料を添付すること。  
 



様式第３号  
 

地球温暖化防止活動支援事業収支予算書  
 
１．収入の部  

区分  予算額  内容  

円  

計    

 
２．支出の部  

区分  予算額  内容  

円  

計    

 



様式第４号  
 

地球温暖化防止活動支援事業計画変更承認申請書  
   

第   号  
  年 月 日  

   
○○○○ 様  

 
所在地  
 
名 称  

 
代表者 氏   名 ◯印  

 
  
   年  月  日付け 第  号により助成金の交付の決定を受

けた地球温暖化防止活動支援事業の計画を次のとおり変更したいの

で、承認されるよう関係書類を添えて申請します。  
 
 １ 計画変更の理由  
 
 
 ２ 変更の内容  
 
 
 



様式第５号  
 

地球温暖化防止活動支援事業実績報告書  
   

第   号  
  年 月 日  

   
○○○○ 様  

 
所在地  
 
名 称  

 
代表者 氏   名 ◯印  

 
  
   年  月  日付け 第  号により助成金の交付の決定を受

けた地球温暖化防止活動支援事業が完了したので、関係書類を添え

て報告します。  
 



様式第６号  
 

地球温暖化防止活動支援事業実績書  
 
１．事業効果  
 
  
２．事業内容  

内容  実施時期  備考  

   

 
３．事業完了年月日 平成 年 月 日  
 
注）必要に応じて、別途資料を添付すること。  
 



様式第７号  
 

地球温暖化防止活動支援事業収支決算書（変更収支予算書）  
 
１．収入の部  

区分  
決算額  

(変 更 後 予 算 額 )  

Ａ  

予算額  
(変 更 前 予 算 額 )  

Ｂ  
Ａ -Ｂ  備考  

 円 円 円   

計      

２．支出の部  

区分  
決算額  

(変 更 後 予 算 額 )  

Ａ  

予算額  
(変 更 前 予 算 額 )  

Ｂ  
Ａ -Ｂ  備考  

 円 円 円   

計      

※ 決算額（変更後予算額）が予算額（変更前予算額）から大きく

変動した場合には、その理由を簡潔に備考欄に記入すること。  
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